
平
成
二
十
一
年
十
一
月
六
日
提
出

質

問

第

五

八

号

普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

市

早

苗

58



普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
の
橋
本
首
相
と
モ
ン
デ
ー
ル
駐
日
大
使
と
の
普
天
間
飛
行
場
返
還
に
つ

い
て
の
合
意
以
降
、
日
本
政
府
と
沖
縄
県
知
事
を
は
じ
め
と
す
る
地
元
関
係
者
が
累
次
の
協
議
を
行
っ
た
中
で
、
平
成
十
八

年
、
名
護
市
の
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
沿
岸
部
へ
の
Ｖ
字
型
滑
走
路
建
設
で
決
着
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
九
日
の
参
議
院
本
会
議
で
、
自
由
民
主
党
の
林
芳
正
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
鳩
山

内
閣
総
理
大
臣
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
政
権
で
十
三
年
間
何
も
動
か
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
答
弁
し
た
。
こ
れ
は
、
普

天
間
飛
行
場
移
設
問
題
の
早
期
解
決
に
向
け
て
血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
を
続
け
、
移
設
先
と
時
期
に
つ
い
て
結
論
を
導
き
出
し

て
き
た
地
元
関
係
者
や
歴
代
の
担
当
閣
僚
や
政
府
職
員
の
努
力
を
無
視
し
た
大
変
失
礼
な
発
言
で
あ
り
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣

は
早
急
に
発
言
を
撤
回
し
、
関
係
者
に
謝
罪
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
代
表
を
務
め
る
民
主
党
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
の
総
選
挙
で
国
民
に
提
示
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に

お
い
て
、
「
米
軍
再
編
や
在
日
米
軍
基
地
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
見
直
し
の
方
向
で
臨
む
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
九
月

九
日
に
行
わ
れ
た
「
連
立
政
権
樹
立
に
当
た
っ
て
の
政
策
合
意
」
に
お
い
て
、
「
沖
縄
県
民
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
日
米

地
位
協
定
の
改
定
を
提
起
し
、
米
軍
再
編
や
在
日
米
軍
基
地
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
見
直
し
の
方
向
で
臨
む
」
と
し
て
い
る
。

一



鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
「
国
民
と
の
契
約
事
項
」
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
政
権
が

地
元
と
の
協
議
の
下
で
取
り
ま
と
め
て
き
た
現
行
の
辺
野
古
移
設
案
を
見
直
す
方
向
で
検
討
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に

難
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
自
由
民
主
党
の
大
島
理
森
委
員
や
町
村
�

孝
委
員
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
に
つ
い
て
は
、
岡
田
外
務
大
臣
が
嘉
手
納
飛
行
場
統
合
案
、
北
澤
防

衛
大
臣
が
現
行
の
辺
野
古
移
設
案
、
福
島
消
費
者
・
少
子
化
担
当
大
臣
が
党
首
を
務
め
る
社
会
民
主
党
が
県
外
移
設
案
を
提
唱

す
る
な
ど
、
閣
内
不
一
致
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
閣
僚
間
の
意
見
を
調
整
す
る
立
場
に
あ
る
平
野
官
房
長
官
の
姿
が
ど
こ
に

も
見
え
な
い
ほ
か
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
も
結
論
を
出
す
時
期
を
明
示
し
な
い
な
ど
、
ま
す
ま
す
混
迷
を
深
め
て
い
る
。
米
国

政
府
関
係
者
か
ら
も
鳩
山
政
権
の
迷
走
ぶ
り
に
つ
い
て
批
判
が
相
次
ぎ
、
我
が
国
の
外
交
の
機
軸
で
あ
る
日
米
関
係
に
も
悪
影

響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
深
く
憂
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
九
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
政
権
で
十
三
年

間
何
も
動
か
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
答
弁
し
た
こ
と
に
つ
い
て

二



�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
八
年
以
降
、
政
府
や
地
元
関
係
者
が
血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
を
続
け
て
き
た
経
緯
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
普
天
間
飛
行
場
移
設
に
係
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
平
成
八
年
か
ら
現
在
ま
で
「
何
も
動
か

な
か
っ
た
」
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
「
こ
れ
ま
で
の
政
権
で
十
三
年
間
何
も
動
か
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
う
答
弁
は
、

こ
れ
ま
で
の
政
府
や
地
元
関
係
者
の
懸
命
の
努
力
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
式
の
場
に
お
い
て
撤
回
、
謝
罪
す
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
予
定
は
あ
る
か
。

二

北
澤
防
衛
大
臣
が
提
唱
す
る
辺
野
古
移
設
案
に
つ
い
て

�

北
澤
防
衛
大
臣
が
、
現
行
の
辺
野
古
移
設
案
を
提
唱
す
る
理
由
は
何
か
。

�

北
澤
防
衛
大
臣
は
、
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
「
国
民
と
の
契
約
事
項
」
だ
と
考
え
る
か
。

�

仲
井
眞
沖
縄
県
知
事
が
、
北
澤
防
衛
大
臣
の
現
行
案
へ
の
賛
同
に
対
し
て
、
「
い
ろ
い
ろ
言
わ
な
い
で
も
う
少
し
じ
っ

く
り
構
え
た
ら
と
思
う
。
少
し
判
断
が
早
く
、
軽
い
感
じ
が
す
る
」
と
の
発
言
を
行
っ
た
。
こ
の
沖
縄
県
知
事
の
発
言

を
、
北
澤
防
衛
大
臣
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。

三



三

岡
田
外
務
大
臣
が
提
唱
す
る
嘉
手
納
統
合
案
に
つ
い
て

�

岡
田
外
務
大
臣
が
、
嘉
手
納
統
合
案
を
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
提
唱
す
る
理
由
は
何
か
。

�

米
国
政
府
が
、
嘉
手
納
統
合
案
を
明
確
に
否
定
す
る
理
由
は
何
だ
と
考
え
て
い
る
か
。

�

嘉
手
納
統
合
案
の
是
非
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
米
国
政
府
の
反
対
は
判
断
材
料
に
な
る
か
。

�

嘉
手
納
統
合
案
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
知
事
や
嘉
手
納
町
長
や
沖
縄
市
長
な
ど
が
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
何

だ
と
考
え
て
い
る
か
。

�

嘉
手
納
統
合
案
の
是
非
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
沖
縄
県
知
事
や
嘉
手
納
町
長
や
沖
縄
市
長
な
ど
に
よ
る
反
対
は
判

断
材
料
と
な
る
か
。

�

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
九
日
の
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
記
事
に
は
、
政
府
・
与
党
の
幹
部
が
「
暫
定
十
五
年
間
の
使
用
期

限
を
付
け
た
上
で
普
天
間
の
機
能
を
嘉
手
納
基
地
に
統
合
し
、
将
来
的
に
は
国
外
へ
の
移
転
を
目
指
す
と
し
た
政
府
・
与

党
の
素
案
を
嘉
手
納
町
に
提
示
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
」
と
い
う
旨
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。

�

前
問
の
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
記
事
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
鳩
山
政
権
内
の
誰
の
指
示
に
よ
る
も
の
な
の
か
。

四

社
会
民
主
党
が
主
張
す
る
県
外
移
設
案
に
つ
い
て

四



�

福
島
消
費
者
・
少
子
化
担
当
大
臣
が
党
首
を
務
め
る
社
会
民
主
党
が
県
外
移
設
を
主
張
し
て
い
る
が
、
福
島
消
費
者
・

少
子
化
担
当
大
臣
は
、
県
外
の
移
設
候
補
地
と
し
て
ど
こ
を
考
え
て
い
る
の
か
。

�

そ
の
候
補
地
関
係
者
と
の
受
け
入
れ
交
渉
の
進
捗
状
況
を
問
う
。

�

仮
に
、
福
島
消
費
者
・
少
子
化
担
当
大
臣
が
候
補
地
に
つ
い
て
の
具
体
案
も
な
く
、
候
補
地
と
の
交
渉
も
行
わ
ず
に
県

外
移
設
に
言
及
し
て
い
る
と
す
る
と
、
連
立
政
権
の
一
員
と
し
て
大
変
無
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
任
命
権
者
で
あ
る

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
ど
う
考
え
る
か
。

�

沖
縄
県
選
出
の
与
党
議
員
で
構
成
す
る
「
う
る
の
会
」
が
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
九
日
、
北
澤
防
衛
大
臣
に
対
し

て
、
「
硫
黄
島
案
」
を
要
望
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
硫
黄
島
案
」
に
つ
い
て
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
、
岡
田

外
務
大
臣
、
北
澤
防
衛
大
臣
、
平
野
官
房
長
官
、
福
島
消
費
者
・
少
子
化
担
当
大
臣
の
見
解
を
問
う
。

�

県
外
移
設
案
に
つ
い
て
は
米
国
が
明
確
に
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
だ
と
考
え
る
か
。

五

普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
及
び
移
設
時
期
に
関
す
る
結
論
を
得
る
時
期
等
に
つ
い
て

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日
に
、
「
（
来
年
一
月
に
）
名
護
市
の
市
長
選
が
あ
る
。
（
来
年

末
の
）
沖
縄
の
知
事
選
ま
で
と
な
る
と
か
な
り
時
間
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
中
間
く
ら
い
で
結
論
が
必
要
に

五



な
っ
て
く
る
。
私
は
ま
だ
時
間
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
の
結
論
を
得

る
時
期
の
判
断
に
つ
い
て
、
名
護
市
長
選
挙
と
沖
縄
知
事
選
挙
の
時
期
を
考
慮
す
る
理
由
は
何
か
。

�

名
護
市
長
選
挙
の
結
果
に
よ
っ
て
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
決
定
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
出
る

と
考
え
て
い
る
の
か
。

六

普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
及
び
移
設
時
期
決
定
に
関
す
る
判
断
材
料
に
つ
い
て

�

普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
を
決
定
す
る
判
断
材
料
と
し
て
、
「
地
政
学
的
判
断
も
含
め
た
日
本
国
の
安
全
保
障
上
の
メ

リ
ッ
ト
」
「
日
米
関
係
上
の
メ
リ
ッ
ト
」
「
日
本
国
民
の
世
論
」
「
沖
縄
県
民
の
世
論
」
「
沖
縄
県
以
外
の
移
設
先
の
都

道
府
県
民
の
世
論
」
「
移
設
先
市
町
村
の
首
長
の
判
断
」
「
移
設
先
市
町
村
の
議
会
の
判
断
」
は
、
ど
の
順
番
で
優
先
さ

れ
る
の
か
。
優
先
さ
れ
る
順
に
並
べ
て
回
答
願
い
た
い
。

�

前
問
に
挙
げ
た
も
の
の
他
に
、
判
断
材
料
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
も
の
は
何
か
。

�

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
自
由
民
主
党
の
大
島
理
森
委
員
の
質
問
に
対
し
て
、
鳩
山
内

閣
総
理
大
臣
は
、
「
普
天
間
問
題
に
対
し
て
も
日
米
と
沖
縄
県
民
の
み
な
さ
ん
す
べ
て
が
わ
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
よ
う

な
形
を
つ
く
り
た
い
」
と
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
が
、
「
日
米
と
沖
縄
県
民
の
み
な
さ
ん
す
べ
て
が
わ
か
っ
た
と
理
解
で

六



き
る
よ
う
な
形
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
を
考
え
て
い
る
の
か
。

�

前
問
に
記
載
し
た
答
弁
の
「
日
米
と
沖
縄
県
民
の
み
な
さ
ん
す
べ
て
」
の
意
思
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を

も
っ
て
確
認
す
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
時
点
で
確
認
を
行
う
の
か
。

�

毎
日
新
聞
と
琉
球
新
報
社
が
行
っ
た
世
論
調
査
で
は
、
「
県
外
・
国
外
移
設
」
に
賛
同
す
る
回
答
が
六
十
九
・
七
％
、

「
名
護
市
辺
野
古
移
設
の
現
行
案
」
に
反
対
す
る
回
答
が
六
十
七
％
を
占
め
る
と
と
も
に
、
「
県
民
投
票
を
求
め
る
」
回

答
が
五
十
六
・
七
％
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
世
論
調
査
の
結
果
に
関
す
る
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
問

う
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
答
弁
し
た
「
沖
縄
県
民
の
み
な
さ
ん
す
べ
て
が
わ
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
よ
う
な
形
」
を
検
討

す
る
た
め
に
、
県
民
投
票
を
行
う
考
え
は
あ
る
の
か
。

七

名
護
市
が
飛
行
場
受
け
入
れ
撤
回
の
判
断
を
し
た
場
合
に
つ
い
て

�

鳩
山
政
権
の
迷
走
ぶ
り
に
対
し
て
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
の
読
売
新
聞
朝
刊
で
は
、
「
名
護
市
が
受
け
入
れ
撤

回
の
方
向
で
検
討
に
入
っ
た
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
事
実
か
。

�

前
問
の
記
事
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
の
確
認
は
、
い
つ
、
誰
が
、
誰
に
対
し
て
行
っ
た
か
。

七



�

仮
に
、
名
護
市
が
飛
行
場
受
け
入
れ
撤
回
の
判
断
を
し
た
場
合
に
は
、
普
天
間
飛
行
場
移
設
先
と
し
て
、
名
護
市
は
検

討
対
象
か
ら
外
れ
る
の
か
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
に
あ
る
と
お
り
「
日
米
と
沖
縄
県
民
の
み
な
さ
ん
す
べ
て
が
わ
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
よ

う
な
形
」
で
の
決
着
を
目
指
す
と
す
る
と
、
名
護
市
以
外
の
移
設
先
候
補
地
に
つ
い
て
も
、
当
該
市
町
村
の
首
長
や
議
会

や
住
民
が
受
け
入
れ
拒
否
を
表
明
し
た
場
合
に
は
、
検
討
対
象
か
ら
外
れ
る
の
か
。

八

普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
と
振
興
策
の
リ
ン
ク
論
に
つ
い
て

�

前
原
沖
縄
担
当
大
臣
は
、
「
北
部
振
興
策
を
来
年
度
も
基
本
的
に
継
続
さ
せ
る
」
と
し
た
上
で
、
平
成
二
十
一
年
十
月

十
六
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
基
地
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
」
と
の
発
言
を
行
い
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日

の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
も
、
同
様
の
趣
旨
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
、
辺
野
古
移
設
案
が
取
り
止
め
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
北
部
振
興
策
は
引
き
続
き
推
進
す
る
と
い
う
考
え
か
。

�

前
原
沖
縄
担
当
大
臣
の
振
興
策
と
基
地
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
と
の
考
え
方
は
、
沖
縄
県
限
定
の
も
の
か
。
そ
れ
と

も
、
全
国
の
基
地
所
在
市
町
村
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。

�

平
成
十
九
年
五
月
、
安
倍
政
権
時
に
成
立
し
た
「
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
は
、
在

八



日
米
軍
の
再
編
に
よ
り
負
担
の
増
え
る
市
町
村
を
指
定
し
、
住
民
生
活
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
防
衛
省
が
、
再

編
に
向
け
た
措
置
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
、
再
編
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
仮
に
、
沖
縄
県
に
限
定
せ

ず
振
興
策
と
基
地
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
こ
と
が
鳩
山
政
権
の
考
え
方
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
特
別
措
置
法
の
廃
止

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

�

仮
に
、
振
興
策
と
基
地
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
考
え
方
が
沖
縄
限
定
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
特
別
措
置
法
に
お

い
て
は
、
沖
縄
を
適
用
除
外
す
る
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

九


